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 科学技術と教育改革 

福田圃 禰 ( 大阪電気通信大学 ) 

    は じめに 

一般にわが国の 社会では、 社会の組織・ 枠組のなかで 一様   画一であ ることが 

尊重され、 個人の特性・ 才能が埋没される 傾向のあ ることは、 屡々識者の指摘す 
6 通りであ り ます。 

これからのわが 国の社会では 何れの分野においても、 「 個 」 individualily 

の 確立が大切と 考えられ、 個と何の間の 認識，判断をもとにした responsib@ け y が 社会の基本であ り そうした respons 几 ilily の う えに社会の self-  regu- 

lation  が存在することが 望ましいと考えられます。 

教育の世界で 見れば、 一様に教育すべきは、 幼児から小学教育での 「しっ け 」 

であ ると思われます。 他人に迷惑をかけない、 自然と交わり 自然をいつくしむ、 

食べ物を大切にする 等々、 基本的な倫理感覚を 身につけさせることであ りましょ 

う。 人間の才能・ 能力には様々の 種類があ りますから、 中等教育 ( 中学・高校 ) 

では、 それぞれの生徒の 個性に応じた 才能   能力を伸ばす 教育を行 う ことが大切 

であ り ます。 

高等教育について 言えば、 大学を個性化する 必要があ ります。 大学がそれぞれ 

極めて明確な 個性を持ち、 その個性に応じた 特徴あ る入試を行 う 。 高校生は大学 
の 性格を認識し、 自己の個性・ 才能に適合した 大学を選ぶ。 センタ一入試 や、 入 

試の多様化と 称して実は殆どの 大学がその多様な 入試方法を採用するといった 画 

  一様は止めるべきであ り ま し う 予備校が偏差値をもって 格付けをするこ 

とが出来ない 程、 大学入試が個々別々多様てあ ればと思います。 大学の卒業生 は 

ついても、 企業は大学の 特性をはっきり 認識したうえで、 応募学生の個性・ 才能 

を 判断して採用すべきであ り 格付けで高 い ランクの大学から 採用すれば安心だ 
というような 態度は避けるべきであ ります。 

平成 4 年に至る 10 余年の間の 18 歳人口急増期には、 多くの大学の 新設と既存大 
学の拡張が行われ、 いわぬる高等教育の 大衆化が起りました。 平成 4 年後の約 15 

年の間には、 多少の進学率の 増加はあ っても、 18 歳人口は約 60%0 に減少します。 

この数年来、 文部省は中等教育・ 高等教育・大学院の 改革を打ち出し、 すでに 可 

成り多くの大学がその 改革を実行に 移しています。 

以下、 2 節では個性あ る中等教育の 具体何として、 私がその設立に 肖 った千里 

国際学園について 説明します。 3 節では、 現在進行しつつあ る高等教育の 改革を 

サーベイしたのち、 21 世紀に向けてのわが 国の科学技術の 発展を図るうえでこれ 

らの教育改革がどのような 意味を持っのであ ろうか、 改革の問題点はどこにあ る 

のか等をご出席の 方々と考えてみたいものと 思 、 います。 
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2 . 新しい中等教育一一千里国際学園 

エドウィン ・ 0 . ライシャワ一博士 ( 元駐日アメリカ 大使 ) の提言を受けて、 

臨時教育審議会は 第 3 次答申で 「新国際学校」 の設立を提案しました。 「新国際 

学校」 とは、 日本の帰国生徒、 外国人生徒、 一般日本人生徒がともに 学び、 将来 

国際社会でリ ーダーシップを 取ることのできる 人材を育成する 学校であ ります。 

千里国際学園はこの 考えをもとに、 独自の教育理念を 持つ学校として 平成 3 年 

( 1 9 9 1 年 ) に開学しま した。 

千里国際学園 ( 理事長 : 小林公平阪急電鉄会長、 学園長 : 福田 ) は、 以下の 2 

つの学校を同じ 建物内に設置し 、 2 つの学校の間で 多くのクラス ・学校行事をと 

もにしています。 

O  大阪国際文化中等学校・ 高等学校 ( 校長     藤澤 院 )  学校教育法第 1 条 学校。 

0  I  A  : Osaka  Inlercul tural  Academy  中高 6  年割。 一般日木人子女、 帰 

国子女 ( 随時編入 )   

0  大阪インターナショナルスクール ( 校長 : Stephen  Middlebro0K) 

Ⅲ S  : 0saka  I nterna Ⅱ 0nal  Sch0o Ⅱ 国際バカロレア ( I  B  ) および W  A  S  C 

認定 校 、 幼児部 E C P ( 2 年 )   小学部 ( G 1 ～ 5 ) . 中等部 ( G 6 ～ 8 人 高等部 

( G 9 ～ 1 2 ) 。 

[ 教育理念 ] 

孝文化教育     様々な文化のもとで 育った生徒が 共に学ぶことによって、 他者へ 

の 共感， 未知のものへの 探求心を育む。 多様な価値観を 学びっ っ 

国際社会に通じる 自己の生き方を 確立して、 民族や人種にこだわ 
りなく コ ミュニケーションできる 人材を育成する。 

個性と才能の 開発 : それぞれの生徒が 自己に内在する 才能を発見し、 それを 生 

かせる進路を 定めて自ら歩むことができる よう 、 自発性と個性を 

尊重し、 それを支援する 教育を行 う 。 

英知と行動と 友愛の心の育成 : 健康で質実な 生活を尊び、 個性にあ ふれ、 自ら 

の道を開拓する 英知と行動力を 持っ生徒を育成する。 世界の各国 
に 友情と理解の 輪を広げ、 人類と地球の 良き未来のために 協力を 

憎しまぬ国際人の 育成を行 う 。 

[ 教育の特色 ] 

国際理解の促進     授業や行事を 通した国際交流、 日英バイリ ンガル教育。 

生徒の個性を 尊重した指導     個人別カリキュラム、 習熟度に対応した 小人数 

クラス、 討論   論文・ 実験・観察の 重視、 ボランテイア 活動奨励。 

充実したカリキュラム :  知識と価値を 考える教育、 日本理解 ・孝文化理解の 

ためのプロバラム、 芸術活動の重視、 国際バカロレアの 理念尊重。 

充実したカウンセリ ング     専任カウンセラ 一による個人別ケアー。 

( 末尾 A . 第 1 5 期中央教育審議会・ 第 1 次答申を比較・ 参照されたい。 ) 
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3 . 高等教育改革と 科学技術 

本年 6 月、 科学技術会議から 内閣総理大臣に 提出された 「科学技術基本計画」 

では、 社会的・経済的ニーズに 対応した開発研究や 基礎研究を推進するため、 新 

たな研究開発システムを 構築し、 活力あ る若手研究者の 支援・養成、 大学院の充 

実、 人的交流促進等を 進め、 政府の研究開発投資を 今後 5 年間に 17 兆円、 21 世紀 

初頭には G D P の比率で欧米主要国並みに 引上げるとしています。 

現在、 わが国では国と 地方自治体が 支出する高等教育負担額は 欧米主要国に 比 

校 して 3 ハ 程度であ り、 さらに国公立と 私立学校間の 格差は甚大てあ ります。 また 

、 企業の営業利益や 私財のヒューマン・ リソーシ ス への還元は極めて 貧弱であ り 

ます。 全国の国公私立大学 教 約 550 、 そのうち 400 余の私立大学の 退営は殆どが 投 

菜料で賄われています。 

ここ数年、 文部省 ( 大学審議会 ) は大学教育の 改革 ( 末尾 B ) 、 大学院の改革 
( 末尾 C ) 、 大学運営の改革 ( 末尾 D ) を打ち出し、 その可成りのものが 実施さ 

れています。 わが国の大学は、 国公私立何れも 基本的にはその 粗品 と 運営形態を 
ひとつのバターンに 倣っています。 こうした組織・ 運営形態をそのままにして 一 

斉に行われる 教育改革や大学院充実と 投資が果してどのような 効果をもたらすの 

であ ろうかと思われます。 

0  教授会自治の 体制の う えに其の自己点検   評価が行われるか。 

0  教授会自治の 体制で F D は可能であ るか 

0  教育・研究の 活性化を図る 人事の流動化 ( 教授を含む ) をどうするか。 

0  既存大学の大学院化は、 構成員のチェック や組 億の変革なしで 実行可能か。 

0  独立大学院、 大学院大学、 研究所等の指導的教員の 流劫は必要ではないか。 

等々、 基本的に検討し、 変革すべき事柄が 多くあ ると考えられます。 

それぞれの大学が 個性をもち、 自由な発想のもとに 教育・研究 組臆と 込宮形態 

を 取り、 特徴のあ る方法 て 教育を行い、 若い研究者が 独創的な能力を 発揮できる 

ような大学院や 研究組織を作るためには、 教育の世界も 構造改革から 始めねばな 
らのように思われます。 

一つの試案として、 理工系大学学部について、 教育、 研究、 管理の組織を 分 珪 

して、 それら 組 城間を教員が 流動しながら self-regulate する運営を考えます。 

4 . おわりに 

先進国から開発途上国に 荷 って、 差異の傾斜を 貸本主接が流れるとともに 科学 

技術も拡散浸透していきます。 20 ～ 30 年後、 太平洋をはさんで 平準化が起るとき、 

独創性の発生しないところは 科学技術の谷間に 落ち込むことでしょう。 

こうしたことは、 一つの国の経済繁栄に 関わることであ りましょうが、 さらに 

未来への視野を 拡げれば、 科学技術文明社会と 地球上での人奴生存とがどのよう 

に調和できるかという 問題を考えれば、 単に地球上のエコロジーを 考えるという 
だけでなく、 人間の箱 神のあ り方について 省察することが 必要だと思われます。 
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A . 第 15 期中央教育審議会 第 1 次答申 ( 要約 ) ( 平成 8 年 7 月 ) 

第 1 部 今後における 教育のあ り方 

[ 子供たちの生活の 現状 コ 

[ 今後の教育の 基本的方向 ] 

豊かな人間性、 変化の激しい 社会を 「生きる カ J 、 主体的に判断・ 行動す 

る 能力、 問題解決能力、 個性重視 

[ 特に重要な課題 ] 

過度の受験競争の 緩和、 同質志向の排除、 個性重視 

第 2 部 学校・家庭・ 地域社会の役割と 連携のあ り方 

第 1 章 これからの学校教育のあ り方 

「生きる 力 」 の育成、 r ゆとりⅠ のあ る教育環境 

[ 次の教育課程の 改定に当たって ] 

教育内容の基礎・ 基本の厳選、 授業時間の短縮、 「総合的な学習時間」 を 

設ける : 国際理解、 情報環境、 ボランティア 、 自然体験 

[ 将来における 教育課程の改訂のために ] 

教科の再編 ・統合を調査・ 審議する常設委を 教育課程審議会に 設ける 

[ 新しい学校教育の 実現のための 条件整備 ] 

教員 1 人当りの児童生徒数を 欧米並みの水準に 近づける スクールカウン 

セラーとの連携 

第 2 章 これからの家庭教育のあ り方       人格形成に対する 家庭の寅 任 

第 3 章 これからの地域社会における 教育のあ り方 

第 4 章 学校・家庭・ 地域社会の連携 
第 5 章 完全学校 週 5 日制の実施・     「ゆとり」 の確保、 「生きる 力 」 育成 

[ 完全実施に当って 特に留意すべき 事項 ] 

学校覚活動提供の 体制整備の指針作成、 土曜日 塾 通いに節度あ る行動要望 

第 3 部 国際化，情報化・ 科学技術の発展等社会の 変化に対応する 教育のあ り方 

第 1 章 社会の変化に 対応する教育のあ り方 

教科の枠を超えた 横断的・総合的な 教育活功の展開 

第 2 章 国際化と教育 

異文化理解、 日本人としての 自己の確立、 英会話に触れる 機会、 外国文化 
に 親しむ機会、 ネイティプスピーカ 一の活用 

第 3 章 情報化と教育 
「高度情報通信社会における 情報リテラシー」 の育成、 すべての学校を イ 

ンターネッ ト と接 航 

第 4 章 科学技術の発展と 教育 

「発見する喜び」 Ⅰ 倒 る喜び」 の体験、 科学的なものの 考え方の育成 
第 5 章 環境問題と教育       環境から学ぶ、 ボランティア 活 功の奨励 
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B . 大学審議会答申 「大学教育の 改善について」 

高等教育の改革、 大学設置基準の 大綱化 

( 平成 3 年 2 月 ) 以降における 

( 1 ) 入試改革 

センタ一入試の 実施、 入学試験の多様化等 
( 2 ) 教育組織の改革 

学科の再編・ 新設、 教養部・教養課程の 改組、 社会人出身教員の 採用、 外国 

八教員の採用 

( 3 ) カリキュラムの 改革 

①一般教育の 改編 ( 総合科目、 基礎科目等 ) 、 4 年一頁カリキュラム 
②具体の改革科目 : 必修・選択の 見直し、 総合科目の設定、 科目区分の見直 

し、 卒業要件見直し、 単位計算見直し、 高校学習の配慮 
③外国語教育の 改革 

④情報処理教育の 充実 

( 4 ) 教育方法の改善 

① 教育改善のための 工夫 : シラバスの作成、 学生による授業評価、 セメス 

タ一制 実施、 短期集中授業の 実施 

② 教員の授業内容   方法の改善・ 向上への取り 組み : F D ( ファカルティ 

一 ディベロップメント ) 

③ 小人数教育 
④ ボランティア 活動の教育課程への 導入 

  5 ) 生涯教育 

① 単位互換、 ② 科目等履修士、 ③ 単位認定の弾力化、 ④ 昼夜開講制 
の 実施、 ⑤ 編入学、 ⑥ 社会人特別選抜、 ⑦ 公開講座 

( 6 ) 留学生の受入れ 

( 7 ) 自己点検・評価 

① 大学の理俳・ 目的、 教員指導のあ り方 

② 大学の施設・ 設備、 学生生活 

③ 自己点検・評価のための 組織と運営 : 教員の教育・ 研究活動、 教員の授 

案評価の方法 
④ F D と第 3 者による教員活動の 評価 

C . 大学院の教育研究の 質的向上 

大学審議会答申 「大学院制度の 弾力化について」 ( 昭和 63 年 12 月 ) 、 「大学 

院の整備充実について」 ( 平成 3 年 5 月 ) 、 「大学院の且的整備について」 
( 平成 3 年 11 月 ) 、 「夜間に教育を 行う博士課程について」 ( 平成 5 年 9 月 ) 

政府は大学院生を 平成 3 年 10 万人から平成 12 年 20 万人に増員する 計画をもって 、 

大学院を充実するための 改革を計画している 
    大学院改革の 必要性 
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( 1 ) 制度の弾力化 

① 修業年限 : 修士標準 2 年、 最短 1 年 ; 博士標準 5 年、 最短 3 年 

② 入学資格 : 学部 3 年次から修士進学 可 

③ 博士課程入学 : 学部卒業後大学・ 研究所などで 2 年以上研究 歴 あ れば可 

  2 ) 新しい形態の 大学院 

① 研究科・専攻 : 学部編成や学部教員組織にとらわれず 弾力的編成可 

② 独立大学院、 独立研究科、 連合大学院 ( 複数大学問 ) 、 連携大学院 ( 国 

や企業の研究機関との 連携 ) 

③ 大学院大学 
( 3 ) 高度専門職業人の 養成、 社会人の再教育 

① 大学の研究者以覚の 高度な専門能力を 有する人材の 育成 

② 修士課程での 昼夜開講制 
③ 博士課程での 昼夜開講制 
④ 大学院科目履修生の 導入 

( 4 ) 新分野の研究科 ( 横断的研究科 ) 

( 5 ) 教育研究環境の 改善 

  6 ) 特別施設・ 設備事業 

① 高度化推進特別経夫、 大学院最先端設備 寅 

② ベンチャービジネス・ラボラトリ ( 理工系 10 大学 ) : 高度専門職業能力 

を持つ創造的人材の 養成 

③ 科学研究 夫 補助額の増額 
④ 私立大学学術研究高度化推進事業 : 学術フロンティア 推進事業 " 、 ハイ 

テク ， リサーチ・センター 整備事業、 私立大学ジョイント ・サテライ ト 

事業 " ( " 平成 9 年度新設予定 ) 

2 . 現状の問題点 

( 1 ) 課程の目的の 明確化、 目的に沿った 明確なカリキュラムの 編成 ( 学部教育 

との関係、 新学間分野の 大学院、 組織編成の多様化 ) 

  2 ) 学生，教員の 同質性が高すぎて、 学問的刺激が 弱 い 

  3 ) 評価システムが 十分でなく、 競争原理が弱い 

  4 ) 国内、 国際的交流、 社会との連携が 不十分 ( 留学生受入れ、 企業との共同 

研究、 寄附講座の開設 等 ) 

( 5 ) 教育研究環境の 劣化 

( 6 ) 学生が経済的に 自立していない 

D . 大学審議会答申 「教員採用の 改善について」 ( 平成 6 年 6 月 ) 、 「大学運営 

0 円滑化のための 具体案について」 ( 平成 7 年 6 月 ) 

  1 ) 任期利導入の 意義 ( 教育研究の活性化 ) 、 任期制の具体的なあ り方 等 

  2 ) 学長の役割 ( 選任、 任期 ) 、 学長の補佐体制、 学内組織上の 工夫、 予算 配 

分 、 教員人事等 
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